
ういったことを柔軟に考えさせていただきた

いと思います。 

○大沼 久議長 ７番、町田義昭議員。 

○７番 町田義昭議員 今市長からは柔軟に対

応ということで、特命的な特定的なものにつ

いてはこれはやむを得ないけれども、それ以

外についてはその時々において対応していき

たいというような答弁をいただいたので、こ

れ以上のことは申し上げるつもりもございま

せんし、成果のある質問だったなと、このよ

うに感謝申し上げておきます。ありがとうご

ざいます。 

 

 

   内谷重治議員の質問 

 

 

○大沼 久議長 次に、順位８番、議席番号２

番、内谷重治議員。 

  （２番内谷重治議員登壇） 

○２番 内谷重治議員 今定例会におきまして

私は長井市活力再生プランの確立のために人

口減少と少子高齢化にどう対応するのかとい

う視点から事前に通告しております２点につ

きまして質問していきたいというふうに思い

ます。 

 私は一般質問のテーマをことし長井市の活

力再生という１点に絞り、３月定例会よりさ

まざまな角度から質問しておりますので、多

くの部分で重複したり、また、以前に答弁い

ただいている項目も多々あるかとは思います

が、ご理解の上、より具体的な見解をちょう

だいしたいと考えますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 さて、長井市は昨年11月市制施行50周年と

いう大変大きな節目を迎えましたが、残り３

週間となってしまった平成17年は、私たちの

まち長井が次の50年のステップに向けて新た

な歩みを始めた年でありました。 

 ことし３月末日をもって失効しました旧市

町村合併特例法では残念ながら長井市は合併

することができなかったわけですが、ことし

３月定例会で目黒市長が答弁されましたよう

に、将来的には西置賜の市町村がまとまり、

やがて、米沢、東南置賜を含めた置賜の市町

が一つになることが新しい国の形を見据えて

いく上で最も望ましい姿であると考えます。 

 長井市では、今年度より新たに自立計画・

行革主幹を任命し、今年度をもって終了する

財政再建５カ年計画の後の次期行財政改革を

模索し、具体的な自立計画の策定作業に現在

取りかかっているところだと思います。 

 しかしながら、この自立計画は、私から改

めて申し上げるまでもありませんが、単に市

町村合併ができなかったからという狭義の自

立計画ではなく、来るべき置賜３市５町が一

つになる合併の過程で、長井地域の独自性、

優位性を堅持できる自立計画でなければなり

ません。 

 したがって、私は、さらなる歳出の削減を

主たる目的とする次期行財政改革と同様に歳

入の増大を図るための思い切った長井市活力

再生策も自立計画の柱にしっかりと明示すべ

きであるというふうに考えております。 

 このため私は、「長井市の活力再生」とい

う視点から、３月定例会では総論としての行

政の再生、市民との協働による活力再生、そ

して産業活力の再生について、また、６月定

例会では、環境からの活力再生といたしまし

て、第２次環境基本計画の基本理念と観光振

興との融合について、具体的な事例、提案を

交えながら質問してまいりました。 

 さらに、先の９月定例会では、活力再生プ

ランを確立するための課題と展望についてと

いうことで、第４次総合計画の進捗状況と少

子化による保育所、児童センター、小学校等
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への影響等についてお伺いしてきたところで

あります。 

 次の50年には、私たちの長井市はかつての

米沢藩政時代のように、米沢の中の長井にな

っている公算が高いと思いますが、当時の長

井は、上杉米沢藩の玄関口として、商業の町、

経済の中心地として産業と文化が大いに栄え

ておりました。果たして今の状況で置賜が一

つになったとき、長井はかつてのような繁栄

を築くことができるのでしょうか。 

 目黒市長の強力なリーダーシップで県内は

もとより、全国でもトップクラスの行革を進

めてきた長井市だからこそ、ポスト行財政５

カ年計画である長井市自立計画では明確な将

来ビジョンを構築し、かつてのように小さく

てもこの置賜でリーダーシップを発揮できる

揺るぎない立場を築きたいものであります。 

 それでは、これより質問項目に入ってまい

りたいというふうに思います。 

 まず最初に、１としまして、財政健全化に

向けた構造改革について、市長並びに財政課

長にお伺いいたします。 

（１）市財政の中期展望と次期行財政改革の

方向性について 

 去る11月の議員全員協議会におきまして、

松本財政課長から長井市財政の中期展望につ

いて説明を受けました。 

 国家財政の実質的破綻状況に加え、三位一

体改革や旧合併特例法等の影響から中期展望

の見通しは厳しいだろうなとの想像はしてお

りましたが、具体的に平成22年までの数字を

目の当たりにして、愕然としたのは私だけで

はなかったと思います。 

 市民のご理解とご協力、職員初め市関係者

全員で苦労して財政再建５カ年計画をやって

きたのに、終了直後ですらこの厳しさかとい

うのが率直な感想でありました。 

 市長から市財政の中期展望と次期行財政改

革の方向性についてその見通しと方針をお伺

いしたいというふうに思います。 

 次に、（２）人口減少と少子高齢化が市財

政に及ぼす影響について、財政課長にお伺い

したいと思います。 

財政課で作成した中期展望では、市税の歳

入試算を経済成長率ゼロ％として推計し、そ

の他の増減要因として生産年齢人口の推移、

税制改正、税源移譲による影響を勘案してお

りますが、中長期的に見て、人口減少と少子

高齢化が市財政の歳入や財政構造にどのよう

にかかわってくると推測されるのかお伺いす

るものであります。 

次に、この項目の最後になりますが、

（３）三位一体改革を見通し、今後どのよう

な施策で財政力指数を高め、財政構造を改革

していくか、財政課長にお伺いしたいと思い

ます。 

三位一体改革が進展していく中で、現下の

長井市の財政構造から歳入が増加することは

非常に難しいことと思います。一般財源では、

大きなウエートを占める地方交付税が確実に

減少することは想定されることだと思います。 

現在の財政力指数が低い長井市の財政状況

では三位一体改革で大幅な増収は見込めない

わけですので、財政当局としては、今後財政

不足をどのような施策の検討で補わざるを得

ないのかお伺いしたいと思います。 

なお、三位一体改革が進めば、地方交付税

等が減少しますので、財政力指数はおのずと

高くなりますが、現状の財政構造の中で指数

を高めるという視点からご答弁いただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

次に、大きな項目の２の人口減少・少子高

齢化社会に向けた活力再生プランについて質

問してまいります。 

まず最初に、（１）人口減・少子高齢化に

よる経済活力の低下に対し、市はどのような

- 119 - 



ビジョンで臨み、どのような対策を講じるの

かについて市長にお伺いしたいと思います。 

前項でも申し上げましたとおり、長井市財

政の中期展望によれば、定員適正化計画に基

づく人員の削減や公債費負担適正化計画と連

動した投資的経費の削減などを継続したとし

ても、依然として多額の財源不足が見込まれ

るとしております。 

また、昨日の蒲生吉夫議員の質問であった

ように、このまま人口減少が進めば、平成21

年か22年、これから４年か５年後には長井市

の人口は２万人台に落ち込むのは確実視され

る状況にあり、しかも就労先も少なく、業種

が限られてくることも懸念されます。 

大変厳しい財政の中長期的見通しに加え、

このように人口減・少子高齢化による経済活

力の低下に対し、市はどのようなビジョンで

臨み、どのような対策を講じていくのか、そ

の見解を改めて市長にお伺いするものであり

ます。 

次に（２）の少子化・次世代支援対策とし

ての市独自（仮称）でありますけれども、子

育てケアマネジャー制度を導入し、国の助成

補助等経済的支援と精神的ケアをきめ細かく

支援すべきについて、福祉事務所長と健康課

長にお伺いいたします。 

少子化対策につきましては、「次世代育成

支援対策推進法（案）」「改正児童福祉法

（案）」に基づく行動計画の策定・実施等に

より、自治体、企業等における取り組みを促

進していくため、国の最重要課題として次年

度の予算編成に向け、議論検討されていると

ころでありますけれども、やはり昨日、蒲生

吉夫議員の質問でもあったように、男女共同

参画社会の推進も同時に進めていかなければ、

実効ある対策にはならず、自治体、企業等を

含めた国家挙げての総合的な取り組みが必要

だと思います。 

去る11月30日、私の所属しております自民

党長井支部青年部16名で、猪口少子化男女共

同参画担当大臣と40分ほど懇談する機会があ

りました。 

猪口大臣は、働きながら子供を育てている

人のために、また、子育てしているすべての

家庭のために、例えば育児休暇が男女問わず

３年間取得できるような社会環境をつくるこ

とが不可欠で、先進地であるヨーロッパ各国

の事例に倣い自治体と企業等が国と一体とな

って取り組めるような法案や施策の整備を進

めていきたいと語っておられました。 

特に、地方自治体に望むこととして、地域

のさまざまな子育て支援サービスの充実とネ

ットワークづくり等の推進を期待していると

いうお話でした。 

長井市は県内市町村の中でも大変子育て支

援については充実した取り組みがなされてい

ると評価されていると聞いておりますが、現

在の子育て支援センターの利用状況や福祉事

務所内、あるいは地域での子育て支援体制の

現状について福祉事務所長にお伺いしたいと

思います。 

また、保健師を中心として栄養士、歯科衛

生士を交えての育児支援として月２回の「に

こにこルーム」を開催し、保護者との相談交

流事業を行っているとのことでありますが、

その利用状況と成果、あわせて保健師の訪問

相談等の育児支援策の状況について、健康課

長にお伺いしたいと思います。 

最後に、このすべての働きながら子供を育

てている人のために、また、子育てしている

すべての家庭のために子育て支援総合コーデ

ィネーターとして、市独自の（仮称）であり

ますけれども、子育てケアマネジャー制度を

検討して、来るべき国の子育て給付事業の拡

充に備えて、福祉事務所と健康課等の垣根を

越えた物心両面での支援体制を検討してはい
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かがでしょうか。 

福祉事務所長にお伺いしたいと思います。 

（３）に入ります。 

雇用創出と定住人口をふやすため、介護医

療ニュータウンの誘致を検討し、生活支援サ

ービス産業の振興を図るべきではについて、

企画調整課長にお伺いいたします。 

私は、平成15年９月定例会において介護医

療型ニュータウンとして、長井市で自治体と

しては最初の日本版「サンシティ」を検討す

べきというふうに提案しております。これは

企業誘致が難しい状況であることから、企業

ではなく、定住者という「人を誘致」すべき

として、主に首都圏の団塊の世代が定年退職

する時期までに彼らの第２の移住先として介

護医療と住環境の優れた住宅地を整備し、若

者向けの雇用創出と経済の活性化を図るべき

ではという提案でありました。 

先週の土曜日12月３日の日本テレビ系列

「ウェークアップ！」という報道番組で、

「第２の人生は田舎暮らし」自治体も誘致合

戦というスペシャルリポートがありました。 

この中で、国内初の定住型リタイアメント

コミュニティーが沖縄県名護市で計画されて

いるとのレポートがありました。名護市のカ

ヌチャベイリゾートに55歳以上のシニアを対

象とした500戸の住宅と介護医療施設の建設

が今月から始まり、この事業に対して岸本名

護市長のコメントもレポートされておりまし

た。「今沖縄で一番深刻なのは、名護市もそ

うですが、若い人の雇用の場がない。当然、

こういう施設はたくさんの若い人を必要とし

ますから、行政の出費（社会保障費）よりも

若い人たちがそこで働くことによって名護市

に定住するというメリットを私はとります」

と市長はコメントしておられました。 

また、北海道知事政策部では、この秋から

旅行会社と提携して、首都圏の団塊の世代を

対象とした「北海道移住促進事業」の一環と

して「北海道移住体験ツアー」を開催してい

ることもレポートされました。 

北海道においては、この北海道の移住促進

事業とは別に、それぞれの自治体でさまざま

な取り組みがなされています。先ほど町田産

業・建設常任委員長の方からもお話がありま

したが、ことし７月、私の所属いたします産

業・建設常任委員会で行政視察してきた北海

道由仁町でもユニークな取り組みを行ってお

りました。 

由仁町と言えば、由仁ガーデンという全国

一のハーブガーデンを持っている町でありま

すが、この町で優良田園住宅地事業として、

農地付住宅を平成13年、14年に抽選により約

30戸分譲し、移住促進事業を行っております。

本州から、あるいは札幌都市部周辺の移住者

を受け入れ、大変好評を博しているとのこと

であります。 

自治体で取り組むには難しい課題もありま

すが、民間事業の支援でも十分だと思います

ので、このコンセプトで生活支援サービス産

業の振興を図る意味からも検討する余地はあ

ると思いますがいかがでしょうか、お伺いい

たします。 

最後になりますが、（４）観光・交流人口

をふやすため、中心市街地活性化基本計画を

策定し、本町中央まちづくり計画やフットパ

スなど、まちづくり交付金事業計画との有機

的連携について商工観光課長にお伺いいたし

ます。 

長井市経済活力の柱であるものづくりによ

る経済活力の再生以外にもただいま申し上げ

ましたような定住人口をふやすことによる活

性化と観光交流人口をふやすことによる活性

化、そして、これらによる経済効果により雇

用が創出されることでまた活力が再生される

ことが考えられます。 
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現在、長井市では、観光協会、商工観光課

が中心となって観光計画を策定中であります

が、また、本町中央まちづくり協議会では、

街路事業を柱として本町、栄町を中心とした

まちづくり計画、さらには中央地区のフット

パス整備をメインとしたまちづくり交付金事

業に伴う計画策定が検討されようとしており

ます。 

まちづくりＮＰＯセンターでは、これら各

個別計画のコーディネートをしてくださって

いるというふうには思いますが、もし仮に前

項の団塊の世代の移住先として民間事業とし

ての可能性があるとしたら、私は中央地区が

最適地の一つだろうというふうに考えられま

す。 

例えば、具体的名称を挙げれば問題あるか

も知れませんが、中心部の中での空き地等に、

いろいろな計画を考えることができるんじゃ

ないかと。長井市でも中心市街地活性化基本

計画を策定すれば、例えば公共施設のみなら

ず、介護、福祉施設や老人向けケアつき集合

住宅などの民間事業でも補助等が受けられる

可能性が高くなります。 

さらには、個別の各まちづくり計画を生か

す意味からも、ぜひ早急に中心市街地活性化

のためのマスタープランとして基本計画を策

定し、各個別計画との有機的連携を図るべき

だと思いますがいかがでしょうか、お伺いし

たいと思います。 

以上で私の壇上からの質問を終ります。ご

清聴まことにありがとうございました。（拍

手） 

○大沼 久議長 ここで昼食のため暫時休憩い

たします。 

 再開は午後１時といたします。 

 

    午前１１時５９分 休憩 

    午後 １時００分 再開 

 

○大沼 久議長 休憩前に復し、会議を再開い

たします。 

午前に引き続き一般質問を続行いたします。 

目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 内谷議員のご質問にお答えを

申し上げます。 

まず、市の財政の中期展望と次期行財政改

革の方向性についてでありますが、このたび

作成しました中期展望につきましては、歳入

では生産年齢人口の減少や税制改正に伴う市

税の増減、あるいは三位一体の改革の影響額

などを推計し、歳出では17年度当初予算や現

行の基本計画の実施計画などをベースとして

推計したものでありまして、今後の行財政改

革による影響額については、定員適正化計画

に基づく人件費の推移及び公債負担適正化計

画に基づく公債費並びに投資的経費の推移だ

けの反映であります。 

その結果、展望のとおり今までどおりやっ

ていくとなれば、これはかなり財源の不足額

が生じてくると。これも厳しく見ればそうな

ると思います。 

この財源不足額を解消するために、中期展

望の最後でも記載しておりますとおり、今国

が求めております集中改革プランの策定に伴

った内容で、７項目ありますが、 

一つは、事務事業の再編、整備、統合、廃

止。 

２番目が、民間委託等の推進。 

３番目が、定員管理の適正化。 

４番目が、手当の総点検などを初めとする

給与の適正化。 

５番目が、第三セクターの見直し。 

６番目が、歳入の確保、歳出の削減。 

７番目が、地方公営企業等で１から６に該

当する部分等々の７項目について取り組んで

いくということを想定しておりますから、そ
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のことを受けて、市としてもやっていきたい

と。市ではかなりやってきたんですが、これ

から国や県やほかこれからやるというところ

で、しかし特に国はこの７項目でありますの

で、この項目に沿ってやっていきたいという

ふうに思っているところであります。 

次に、少子高齢化についてでありますが、

厳密に言えば少子化と高齢化はかなりニュア

ンスが違うと思いますね。高齢化の問題とい

うのは、労働力がどんどんふえるという話で

すからね。早い話が生産労働人口の割合がふ

えていくと。少子化というのは、減っていく

というようなところなわけですから、そうい

った意味でしっかりとこれに対応するにはど

うするかと。 

一つは、非常に危機感を持ってという論調

ですね。それは確かにあると思いますね。子

供が減ると。だからすべてだんだんおかしく

なっていくと。働く人口が少なくなると。社

会負担がふえると。社会保障なんかはどうす

るんだと。こういう話になってくるわけです

が、逆に堺屋太一さんなんかは、縮小は必ず

しもマイナスではないよと。特に、団塊の世

代の皆さんというのは出ておいでになっても

自分たちのこれからの楽しみをしっかりとや

りながら週３日ぐらいは働いてもいいという

ような方たちでありますので、そういった観

点から言えば、必ずしも悲観するだけはない

というふうに言われる面があると思います。 

当市では、確かに人口は減っております。

速報値でも３万1,000を切っておりますが、

他の都市よりいいというのはやっぱりものづ

くりですね。特に付加価値の額とか率が高い

というふうに思われます。単純に組み立てと

か、そういう仕事ではなくて、やっぱり本社

もあるし、それから研究施設もあるし、独自

の商品もあるしという面では、３万の都市に

しては非常にやっぱり健闘していると、もの

づくりとしては健闘しているということが言

われると思います。 

 この少子化の中で、ビジョンということで

ありますが、私は当市においては、これは第

４次の総合計画だというふうに思います。こ

れは「協働・創造・未来の鼓動 実感“なが

い”」ということでありますが、この協働と

いう面で、民間主体で市民の皆さんの能力が

生かせるまちだと。民間にできることはでき

るだけ民間にしてもらうと。これが行政改革

であり、雇用の創出でもあるということであ

りますし、住民団体の皆さんは、既存の商工

会議所初め、既存の団体と町会の皆さんもそ

うです。そういう皆さんもそうですし、ＮＰ

Ｏ等も八つできたわけですから、こういう皆

さんと一緒にやっぱりつくっていく。そして、

自立計画をつくり、基本条例をつくり、ＮＰ

Ｏネットワーク等の活性化などしていくとい

うことが協働、創造はもちろんものづくりで

ありまして、もちろんものづくりには農業も

含む、あるいは人材育成等も大切だというふ

うに思います。ニュー彩エンであるとか、デ

ジガモであるとか、ロボワンも全国大会を招

致したいということで、ロボットの主要部品

ということでありますが、いろいろな異業種

を結びつけて、新しい活力をつくっていると

思います。 

それから、フットパスであるとか、いろい

ろな交流人口をふやすために、市民の皆さん

と一緒につくっていく。その中から「未来の

鼓動を感じながら 実感ながい」の構想を本

格的に基礎固めをしていくということがビジ

ョンというものではないかと、私は思ってい

るところであります。そういったところに肉

づけをしていけばいいと。 

最後に一つだけ、中心市街地の活性化につ

いても、商工観光課長が申し上げると思いま

すが、これはもう基本的課題でありまして、
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もちろん空き地がありますから、その有効利

用をしていただけるようなところは積極的に

やっぱり誘致をしなければいけない。 

それから、建物余ってくるわけですから、

やっぱりこのグループホーム等もまちなかに

つくっていただけるようにするというような

ことも必要だと思いますし、あるいはこの昨

年11月にできました本町、栄町、それから商

業者の皆さんのまちづくり協議会等の設立が

されているわけですから、この皆さんと一緒

に取り組んでいきたいと、こういう動きを見

ながら全体の調整をして協働の立場で頑張っ

ていきたいというふうに思っているところで

あります。 

以上です。 

○大沼 久議長 松本弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 お答えをいたします。 

 人口減少と少子化が市財政に及ぼす影響は

どういうことかというふうな中身でございま

すけれども、主なものということで、多面的

な要素を除きまして、率直に申し上げますと、

歳入面では、まず市税、特に個人住民税の減

少が予想されるところでございます。中期展

望におきましても、平成19年度以降、いわゆ

る団塊の世代の方々が定年退職をするという

ことになってきますと、生産年齢人口で年間

130人減少するものというふうに見込んでい

るところでございます。 

この影響といたしまして、平成13年度当初

予算額に対しまして、毎年１％ずつ減少する

ものということで推計をしたところでござい

ます。 

また、普通交付税の算定に用いる基準財政

需要額のうち、人口測定単位とするものにつ

きましても減少が見込まれますので、当然の

ことながら、地方交付税も減少するものとい

うことで予想がされます。 

あと、歳出面では現在でもその傾向は顕著

になってきておりますが、まず、高齢化では、

老人保健医療費、介護保険費などの給付費で

ある社会保障関係経費を初めとした老人福祉

関係の需要額が増加するだろうということに

なります。 

また、少子化では、その対策として直接的

に実効があるかどうかは別といたしましても、

子育て支援関係費の需要額がますます増加す

るものと思われます。 

さらに、これらの需要額を聖域化しなけれ

ばならないということで考えますと、歳入の

一般財源が減少する中でのことですから、他

の施策に充当すべき財源を割いてこれらの需

要額に充当しなければならないという事態に

なろうかと思われます。 

次に、三位一体改革を通して、今後どのよ

うな施策で財政力指数を高め、財政構造を改

革していくのかということでございますが、

議員がご指摘のように、三位一体の改革の一

つである交付税制度の見直しの中では、国の

ねらいとして、税源を移譲することによって、

交付税の不交付団体数、これをふやそうとい

うことが掲げられておりますから、さらに、

交付税総額を削減する方向であるということ

からいたしましても、財政力指数は何もしな

くても自然と上がってくるものであるという

ふうに考えているところです。 

事実、中期展望におきましても、17年度の

財政力指数につきましては、0.452となって

おりますけれども、22年度の財政力指数につ

きましては、0.478となっているところでご

ざいます。 

このように、理論的には基準財政収入額が

増加いたしまして、基準財政需要額が減少す

れば、財政力指数は上がるということになる

わけでございますが、基準財政収入額の算定

に用いられます自主財源につきましては、市

税だけということでございまして、それ以外
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についてはすべて依存財源ということになる

わけですから、市税収入を上げなければ財政

力指数は上がらないということになります。 

したがいまして、積極的に財政力指数を上

げるためには、市税の収納率向上対策はもち

ろんのこと、市税の見直しを行いまして、税

率を制限税率の範囲内で引き上げるであると

か、新しい税目を設けるであるとか、それぞ

れの税目の課税客体をふやすということが必

要になってくるわけでございます。 

ただ、歳入の確保や自立した財政運営とい

う観点から言えば、負担金、それから使用料、

手数料などの税収以外の自主財源を上げると

いう努力をすることでもそれは対応できると

いうふうに考えられるところでございますの

で、当面、今回策定しております自立計画の

中では、税の見直しを選択するのではなくて、

むしろこれらの受益者負担金の見直しを進め

ながら、自主財源比率の向上を図っていきた

いというふうに考えているところでございま

す。 

以上です。 

○大沼 久議長 松木幸嗣企画調整課長。 

○松木幸嗣企画調整課長 内谷議員の質問にお

答えしたいと思います。 

雇用創出と定住人口をふやすため、介護医

療ニュータウンの誘致を検討し、生活支援サ

ービス産業の振興を図るべきというようなご

質問でございました。 

一部市長が申し上げましたビジョンの部分

とダブるかと思いますが、よろしくお願い申

し上げたいと思います。市長の方からは、将

来像の実現のためにということ、ご説明あり

まして、私の方から内谷議員の方からありま

す雇用という部分まずご説明申し上げたいと

思うんですが、当然産業なり、まちづくりに

かかわるというふうに思っています。将来像

の創造で触れられている産業の振興の土台づ

くりにかかわるものというふうに思っていま

す。 

ものづくりの部分で言えば、これまでやは

り人材育成の視点から企業の連携を進めてき

ました。この例は、ちょっと古い部分で言え

ば人材育成プロジェクトであるとか、最近で

はものづくり伝承塾、あと長井頑固屋惣兵衛

ｗｅｂ店というような形で展開してきたのか

なというふうに思っています。 

次のステップということなんですが、戦力

的には人材育成の視点というのはなお継続し

ていくということがあると思っています。そ

の上で、やっぱり企業が実践していく現場で

経営者であるとか、技術者のコミュニティー

をどう形成していくかと。具体的な事業に踏

み出す機会を創出していくということがこれ

から大切なのではないかなと思っています。

これまでのネットワークなり、連帯感をさら

に高めていって、新規創業などを誘導してく

なり、海外シフトという部分があるんですが、

空洞化に対応していって、少しでも実益を上

げられるというような形でステップアップを

できないかというふうに思っています。 

ご指摘の人口減少社会という部分でありま

すが、いろいろな市民の力、持っている力な

りを合わせてやっぱり役割とか責任を持って

産業なりまちづくりを進める場なり、土台、

最近ではプラットホームと言われるようなこ

ともあるんですが、そういった機能を大事に

継続していくということがあろうかなという

ふうに思っています。 

また、市街地の活性化についてであります

が、ご質問にありましたように、市内ではソ

フト面で観光協会さんが観光ミーティングで

あるとして各方面の意見を聞いたり、ご指摘

のように、観光計画をつくっているという話

も聞いております。商工会議所さんでも地域

産業振興委員会ですか、そちらを組織してい
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るということもありますし、また、本町中央

まちづくり協議会なり、あと小桜館でのワー

クショップというような活動も行っていると。

市内ではやっぱり各方面での動きというのは

活発になっているというふうに承知していま

す。 

私どもとしましては、こういった動きに対

応して「まちなかまちなみ研究会」というこ

とで、市内の各層の方からお集まりいただき、

また、今まちづくり交付金という話がよく出

てくるわけなんですが、国の担当者なりをお

招きしながら研究であるとか、事業調整であ

るとか、情報交換であるとかということを繰

り返しさせていただいて、市街地のいろいろ

な計画を調整するようなプランでありますと

か、まとめ方を今行っていきたいというふう

に思っています。そんなことと、当然ながら

これまでやってきました古くといいますか、

数年前ですが、市民ガイドであるとか、おも

てなしであるとか、フットパスであるとかと

いう事業と住んでいる人の目線というものも

やっぱり大切にしながら、まちづくり交付金

事業であるとかということの検討を進めてい

ます。 

ただ、ハード面だけの研究だけではなくて、

やっぱりソフトの部分も必要だろうと思って

います。昨日、商工観光課長から来年度地域

提案型雇用創造促進事業という話もありまし

た。そういったソフト面についても当然関係

各課と今調整させていただいておるようなと

ころであります。 

このように、地域の産業といいますか、地

域振興といいますか、そういった土台をきち

んとつくりながら進めておるところでありま

すので、住んでいる人にとっても誇れる魅力

といいますか、そういったまちなかをつくっ

ていきたいと思いますし、長井の若者の皆さ

んにも自信を持てるというようなことででき

ればなということで今進めさせていただいて

おります。 

もう１点目の人の誘致なり、定住人口をふ

やすということでありますが、ご指摘の介

護・医療ニュータウンなり、企業誘致である

とか、などがやっぱり外からの方を取り入れ

るというようなことがあろうかと思っていま

す。 

こういったまちですので、そういうことも

ひとつ大事なことだろうなと思っています。

これまでも企業誘致の面から言えば、市長等

がニッタンバルブさんであるとか、日本ケミ

コンさんであるとかに訪問させていただいて、

いろいろな企業間の連携できないでしょうか

というようなお願いなどもしてきているとい

うふうにお伺いしています。 

ご指摘の生活系のサービス産業という部分

ですか、人の誘致という部分ですか、北の大

地への移住促進事業というのがご指摘の部分

だと思っています。退職者の方なり、団塊の

世代を第二の故郷に移すと、探しというか、

そういうことをやっていらっしゃるというふ

うな情報を大変いただきましてありがとうご

ざいます。 

考え方としてですが、やっぱり長井市の土

地であるとか、人の確保であるとか、そうい

った立地条件、またあと土地の利用にどう合

致するのかという誘致なり、進出希望の企業

さん、事務所さんの情報をまずとっていくと

いうのが基本だろうかなというふうに思って

います。 

また、いろいろな方が情報を持っています

ので、そういうネットワークをとりながら検

討していくというのが大事かなというふうに

思っているところです。 

また、外からやっぱり入れ込んでいただく

ためには環境の部分も整備していかなくては

ならないと思っています。言ってみれば社会
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資本の整備で、特にやはり道路関係、といっ

てもまだまだ高速交通網から離れている場所

ですので、高規格道路の整備であるとか、先

ほど申し上げましたまちなかの魅力を上げる

という部分もやっぱり大事な部分で進めてい

かなくてはならないのかなというふうに思っ

ているところです。 

以上でございます。 

○大沼 久議長 船山祐子健康課長。 

○船山祐子健康課長 お答えいたします。 

健康課では、安心して産み育てるための子

育て支援の一環として、生まれる前からあら

ゆる機会を通じて、育児等の悩みや不安に対

して支援を行っております。 

その中で、ご質問の二つの事業についてご

説明申し上げます。 

一つ目の、母と子の遊びの教室「にこにこ

ルーム」でございますが、母親の孤独な子育

てや不安をなくして、気軽に集い、遊び、相

談することを目的として、平成12年度から実

施してまいりました。スタッフは通常子育て

支援センターの保育士１名と健康課保健師１

名でございまして、その他、カリキュラムに

合わせまして専門の担当者に依頼して実施し

ております。 

ちなみに内容ですが、救命救急士による小

児の救急法、図書館司書による絵本の読み聞

かせ、栄養士による正しい食習慣とバランス

のとれた食事の大切さ、歯科衛生士による虫

歯の予防などでございます。 

利用者の状況と成果についてご説明申し上

げます。 

実績でございますが、平成16年度は年間24

回で、363組が参加しております。相談の内

容ですが、子供の発達に関する相談や予防接

種の受け方、あと離乳食の進め方など、食事

に関すること、あとおむつのはずし方など、

育児全般にわたる内容でございます。 

利用者は近所に同年代の子供さんや相談で

きるおばあちゃんや経験者がいないため、交

流と仲間づくりができてよかったと、育児へ

の自信につながったというふうな声が聞こえ

ております。 

二つ目の保健師の乳幼児の訪問活動でござ

いますが、出産して１カ月前後と各健診の後

に、経過を見なければいけないお子さんに対

して訪問を行っております。16年度までは、

初めて生まれるお子さんだけを対象にしてお

りましたけれども、平成17年度からは産後の

母親のメンタルヘルスと育児支援の目的で生

まれてくるお子さん全員を対象に活動を行っ

ております。今年度の訪問実績ですけれども、

９月までは118人の該当者に対しまして、109

人、92.4％の訪問を行っております。訪問で

きなかった方につきましては、市外への里帰

りだったりとか、何回も電話してもなかなか

連絡がつかないという方ですけれども、その

方につきましては、４カ月健診で状況をお聞

きするなりして、100％状況を把握している

ところでございます。 

出生時全員の母親や家族と面談することに

よりまして、顔の見える相談窓口として、気

軽に相談できる体制づくりを目指して、今後

とも子育て支援の一環として実施してまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

○大沼 久議長 那須宗一商工観光課長。 

○那須宗一商工観光課長 内谷議員のご質問に

お答え申し上げます。 

中心市街地活性化に関しましては、先ほど

企画調整課長からもございましたが、まちづ

くり交付金によるフットパスなど、貴重な地

域資源を整備する計画とともに、観光交流産

業を人材の育成の面から支援するため、地域

提案型雇用創造促進事業などに取り組む検討

を進めているところでございます。 
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あわせまして、各商店街のさまざまな取り

組みに人的な支援をさせていただいておりま

す。そういった中で、市民や商業者の皆様の

ニーズをしっかりとらえるとともに、観光交

流の分野でのハード、ソフト、それぞれの事

業との有機的連携を図りながらまちづくりを

進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

具体的な動きといたしまして、市長からも

ございましたが、昨年発足いたしました本町

中央まちづくり協議会では、３部会を設けま

して、さまざままちづくりの課題に取り組ん

でおります。その中に、私どもの職員も参画

させていただきながら、一緒に検討をさせて

いただいております。 

協議会の景観都市基盤部会におきましては、

計画されております街路事業において、まち

なみの統一を図るための先進都市の事例も参

考にしながら、まちなみ協定の策定を検討し

ているところでございます。 

また、地域振興部会の中では、振興策とあ

わせ、中心市街地を将来的にどのような機能

を求めていくのかということについて検討が

なされているところでございます。 

観光振興の面で申し上げますと、旅行エー

ジェントに対しまして、フラワー長井線、あ

と桜回廊、フットパスをつないだ旅行商品の

造成をお願いしております。この商品につき

ましては、来春からの実現の可能性も出てき

ておりまして、もし実現すれば、このことを

ステップといたしまして、線の観光から面の

観光へと広がりをぜひ進めてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

以上でございます。 

○大沼 久議長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 私につきましては、

現在の子育て支援センターの利用状況、福祉

事務所内の子育て支援策、地域での子育て支

援策、これが１項目で、２番目が、ネットワ

ークづくりを目指した子育て総合コーディネ

ーターとしての市独自の子育てケアマネジャ

ーを検討して、各課の垣根を取り払った物心

両面での支援体制という２項目の質問かとい

うふうに思いますので、お答えいたします。 

まず、子育て支援センターの状況でござい

ますが、ことしの４月に開所しまして、登録

者数が昨年182人であったのがことし340人と。

途中なんですが、恐らく倍は超すであろうと。 

それから、利用者としては昨年1,844人に

対しまして6,694人ということで、3.6倍とい

うような状況であります。 

この利用者がふえたという分析をしてみた

んですが、場所が行きやすいという場所に恵

まれたということ。それから、長井病院の協

力のおかげで、広い駐車場を確保できたこと。

さらに、スペースとしてもプレイルームが広

くとられたこと。マンパワー的にも増強しま

して、ベテランの保育士２名ということで、

それから育児講座とか、各種イベントを積極

的に展開しまして、その結果このような非常

に評判がよい多くの利用者に利用していただ

ける状況になっております。 

相談件数については、昨年度１年間で294

件だったんですが、ことしはもう既に232件

ということで、昨年を上回るものというふう

に見ております。 

その内容につきましては、夜泣きをすると

か、ミルクを飲まないとか、食事を上手に進

められない、おむつをはずせない、あるいは

発達がちょっと心配だとか、発育がほかの子

供よりおくれているんでないかというような、

本当に若いお母さんの悩みになりますから、

そちらを受けているところでございます。 

それから、福祉事務所で行っている子育て

支援事業につきましては、母子自立支援員、

家庭児童相談員の配置とか、延長保育、一時
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保育、それから放課後児童クラブの実施とか、

あと、国の制度の児童手当、児童扶養手当、

特別障害者手当などの支給ということでやっ

ておるところであります。 

それから、地域で行われている支援ボラン

ティアにつきましては、民生委員さん、すべ

てで71名いらっしゃるんですが、主任児童員

６人を中心にしまして、地域の若いお母さん

たちの各種相談とか、見守りを行っていただ

いているところでございます。 

それから、中高校生によるボランティア、

それから有志グループによる活動なんかをし

ていただいて、大変ありがたいというふうに

思っております。 

それから、２項目のネットワークづくりを

目指した子育てケアマネジャーの制度でござ

いますが、子育てケアマネジャーという言葉

はきょう初めて聞きまして、非常に勉強にな

ったということで、今後研究させていただき

たいと思いますが、現在のネットワークとい

うか、ほかの課との連携につきましては、先

ほど健康課長が申し上げましたとおりに、に

こにこルームに保育士を派遣、それから母子

保健連絡会議におきましては、教育関係の児

童施設と、福祉事務所関係の児童施設とか保

育士とそれから保健師、すべての方が集まっ

て、連絡会議をしたりしておるところもござ

います。 

具体的な数値であらわれているのは、こと

し運動会ごっこ、子育て支援センターが生涯

学習プラザでしました運動会ごっこには、約

200人ですね、80組以上の方が参加されて、

非常に盛り上がってきているということで、

ネットワークづくりをこれからも進めながら、

福祉事務所が中心になりまして、コーディネ

ートできるような体制を進めてまいりたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

○大沼 久議長 ２番、内谷重治議員。 

○２番 内谷重治議員 時間は何分になります

か。 

○大沼 久議長 あと５分です。 

○２番 内谷重治議員 それぞれ丁寧にご答弁

いただきましてまことにありがとうございま

した。 

特に、健康課と福祉事務所の方からは、ち

ょっと私も勉強不足だったんですけれども、

大変勉強になりました。ありがとうございま

す。 

ただ、これは本当に総合的な少子化対策と

いいますか、次世代支援ですね。対応しなけ

ればいけないと思いますので、これからもで

きるだけ質問してまいりたいと思いますので

よろしくお願いしたいと思います。 

また、財政課長の方からは、本当に長井市

の実態、これからの見通しですね、いただき

ました、ありがとうございます。 

市長の方のご答弁の中で、高齢化と少子化

は別じゃないかということなんですが、私今

回の視点はやっぱり就労人口が減るだろうと。

人口がどんどん減っていって、少子高齢化に

なれば。そして、社会保障費は一方でふえる

ということで、長井のようなまちの場合です

と、大都市の近郊、衛星都市ですとか、悪く

言えばベットタウンですね。ではないわけで

すので、どんどん人が逃げていくと。自然減

以外にですね。社会条件上の人の出入りでど

んどん減っていくというケースがあるわけで

すね。 

ですから、やっぱり市長が常々おっしゃっ

ているように、「年とったら沖縄に行くんだ

と。セカンドハウスを設けるんだ」とおっし

ゃっていますけれども、やっぱりそういう時

代だと思うんですね。この間も渡辺えり子さ

んがいらっしゃって、こちらにセカンドハウ

スと言わないんでしょうけれども、アトリエ

みたいなのを持って、執筆活動もしたいなと
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いうお話もあったようですけれども、そんな

ことで、別に移住じゃなくてもいいですから、

そういうぜひ人の交流というのはどんどんこ

れからもなお一層進めていただきたいと。 

それと、やっぱり中心市街地はいろいろな

立場からいろいろな人たちが一生懸命今何と

かしようということで努力されているわけな

んですが、なかなか私ども議員でさえも全体

像が見えないと。何をなさっているのかなと

いうことで非常に関心があるんですね。そん

なことで、ある時点で、やはりマスタープラ

ン的なものを示していただければ大変我々と

してもその問題点といいますかね、これから

の中心市街地のあり方というのを考えること

ができると。 

例えば、単純に言えば、街路事業について

言えば、やっぱり商業の振興がまず第一だろ

うというふうに思うわけですね。 

あと、まちづくり交付金事業について言え

ば、今回はフットパスだと、そのフットパス

というのは観光客をメインとするのか、ある

いは市民を使うのか、両方使えって言えばそ

れまでなんですけれども、それによってやは

りわずかですけれども、やり方が違ってくる

と。 

あと、観光計画も今の形で言えば、やはり

中心市街地の中につつじ公園あり、あやめ公

園あり、それからいろいろな文化施設あるわ

けですから、そうすると、全部やっぱり中心

市街地どうするかというところが見えてこな

いと、なかなかそれぞればらばらにやっては

しょうがないというふうに思うんですが、そ

の辺だけ、ひとつ市長の方からご答弁いただ

いて、終わりたいと思います。よろしくお願

いします。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 誤解のないようにしていただ

きたいのは、セカンドハウスをどこに持つか

というような選択もできますが、例えばこう

いうのがあるんじゃないかと。正月を過ぎた

ら、２カ月は非常に寒いわけですね。それは

雪おろしとか、雪のあれだとかというのはＮ

ＰＯさんなんかにして、老年になったら沖縄

に２カ月行ってくると。３月、４月になった

らこっちへ帰ってきてまた半年ぐらいいると。

６、７月はちょっと今度は北海道にいると。

寅さんじゃありませんけれども、夏は北海道、

冬は沖縄、しかしそれはね、その地域地域で

やっぱり建物があいてきますから、そういう

ところをＮＰＯ等で管理しながら、安く貸す

というようなところも私は出てくるような気

がするんですよ。現に出ているのもあります

から、そういったこの昔は金持ちじゃなけれ

ば別荘は持てないとか、セカンドハウスはけ

しからんとか、そういうものじゃもうなくな

ってきていると、少子高齢化社会というのは。

しかも団塊の世代の皆さんは、そういうここ

に本拠地を置きながら、いろいろなところで

やっぱり何カ月かの滞在をできるというよう

な、なのではないかというお話でありますの

で。 

その全体のやっぱりしかしそうはいいなが

ら、我々はある程度学ばなければいけないの

は、駅前の大きい開発で、100何十億、予算

よりも大きい150億円のあれですよね、中心

市街地再開発計画をやりましたよね。ところ

がやっぱり反対者もいるとか何とかで結局財

政的ですよ、それでやっぱり頓挫したという

経験もありますから、やっぱりできるところ

から一つずつやっていくと、フットパスなら

フットパス、それは住んでいる人も楽しく、

しかしおいでいただける方にもやっぱり楽し

んでいただけるというようなところから、一

つ一つコツコツと地道にやっていくという方

が私はいいのかなというふうに思っておりま

して、そういう意味であります。 
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○大沼 久議長 ２番、内谷重治議員。 

○２番 内谷重治議員 済みません。時間があ

りませんので簡単に言いますが、私は以前あ

ったような再開発を伴うような、そういった

ものはもう必要ないわけですね、長井では。 

ですから、そういうことじゃなくて、長井

の中心地をどういうふうなまちにしたいかと

いう合意形成だけを図るべきじゃないかと、

そういう意味で申し上げておりますので、ぜ

ひこれからもいろいろな面で検討いただきた

いと思います。 

終わります。 

○大沼 久議長 以上で一般質問は全部終了い

たしました。 

 

 

     散    会 

 

 

○大沼 久議長 本日はこれをもって散会いた

します。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

     午後 １時４０分 散会 
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